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指定都市

行動計画の活動のイメージ

被災都道府県

現地災害
対策本部

（被災都道府県庁等）

市区町村

支援側 被災地

都道府県

被災市区町村

被災市区町村

被災市区町村

被災市区町村

職員派遣等支援

市区町村

市区町村 職員派遣等支援

支援グループ

調整

資料５－２行動計画〈案〉の概要
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行動計画の適用と各本部の設置等支援体制の確立の流れ

災害
発生

震度6弱以上の地震又
はそれに相当する災害

各指定都市
個別に支援

指定都市市長会として
支援の必要あり

指定都市市長会
として支援の必要なし

各指定都市に計画の適用を通知

計画適用の
必要性を判断

会長

指定都市市長会事務局と各市東京事務所による中央連絡本部を設置し、関係団体等との
連絡調整・情報収集を実施

現地支援本部設置担当都市と支援隊派遣都市は先遣隊を被災地に派遣

現地支援本部設置担当都市は、現地支援本部の設置場所を指定。現地支援本部設置担
当都市と支援隊派遣都市の先遣隊により現地支援本部を設置し、被災地の災害対策本部
等との連携により支援に必要な調整を実施

対口支援による支援体制の確立へ

会長

指定都市市長会事務局
現地支援本部設置担当都市，
各指定都市等と連携し情報
を収集
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会長

行動計画の適用決定までのイメージ（準備体制） （計画「３ 災害発生時の準備体制」）

現地災害
対策本部

（被災都道府県庁等）

指定都市市長会事務局

被災市区町村

被災ブロック

国・関係省庁等

全国知事会

全国市長会

情報収集

被災市区町村

被災市区町村

指定都市
（現地支援本部
設置担当都市）

指定都市

指定都市

電話，無線等
での情報収集収集情報の

報告

収集情報の
報告

職員派遣によ
る情報収集

情報収集

情報収集

収集情報の
報告

各指定都市が入手し
た情報は，事務局に
提供

原則として，現地支援
本部設置担当都市は
被災都道府県庁から
情報を収集

決定

適
用
通
知
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行動計画の適用決定後から各本部の設置までのイメージ （計画「４ 計画が適用された場合の体制」）

中央連絡本部

会長

現地支援本部

被災地

現地災害
対策本部

指定都市市長会
事務局職員

現地支援本部設置担当都市職員

支援隊派遣都市職員

現地支援本部
設置担当都市

市長

各指定都市
東京事務所

各指定都市
東京事務所職員

各指定都市市長

各指定都市市長

各指定都市市長

支援隊派遣都市

被
災
市
区
町
村

被
災
市
区
町
村

被
災
市
区
町
村

②現地支援
本部の場所通知

全国市長会

全国知事会

等

②現地 支援
本部 設置
の通 知

②現地支援本部
の場所通知

①先遣隊
派遣

①
先
遣
隊

派
遣

①職員
派遣
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支援隊派遣都市の追加のイメージ（計画「４ 計画が適用された場合の体制」）

中央連絡本部

会長

現地支援本部

被災地

現地災害
対策本部

指定都市市長会
事務局職員

現地支援本部設置担当都市職員

支援隊派遣都市職員

①支援隊派遣都市追加の協議 現地支援本部
設置担当都市

市長

各指定都市
東京事務所職員

各指定都市市長

⑤支援隊派遣都市
に加わる

被
災
市
区
町
村

被
災
市
区
町
村

被
災
市
区
町
村

②追加決定

各指定都市市長

各指定都市市長

支援隊派遣都市

⑥職員派遣
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会長

○指定都市市長会事務局
○各市東京事務所

各本部の設置から個別支援までのイメージ（計画「５ 支援の実施決定」）

現地災害
対策本部

（被災都道府県庁等）

○現地支援本部設置担当都市
○各支援隊派遣都市

現地支援本部

現地支援本部
設置担当都市

市長

中央連絡本部

被災市区町村

①支援需要等
報告

被災ブロック

⑥対口支援 支援隊支援隊派遣都市
市長

⑦支援決定報告

対口支援県
現地本部

①
支
援
体
制
状
況
等

報
告

②支援需要等報告

⑥支援決定報告

全国知事会

全国市長会

等

⑧支援決定
報告

⑦支援決定
報告

③
協
議

④
支
援
先
候
補
通
知

⑥
支
援
実
施
決
定
報
告

⑤支援調整

現地支援
本部職員

現地支援
本部職員

⑦支援決
定報告

③協議
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会長

○指定都市市長会事務局
○各市東京事務所

復旧・復興期への移行のイメージ（計画「６ 支援の実施及び復旧・復興期への移行」）

現地災害
対策本部

（被災都道府県庁等）

○現地支援本部設置担当都市
○各支援隊派遣都市

現地支援本部

現地支援本部
設置担当都市

市長

中央連絡本部

被災市区町村

被災ブロック

全国知事会

全国市長会

等

①移行の検討

③移行決定
対口支援県
現地本部

②
協
議

②
協
議

②
協

議

④移行決定通知

④移行
決定通知

②協議連携

④
移
行

決
定
通
知

支援支援隊派遣都市
市長

他市区町村長

各指定都市市長

⑤支援グループ
形成
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会長

○指定都市市長会事務局
○各市東京事務所

両本部の解散のイメージ（計画「７ 現地支援本部及び中央連絡本部の解散」）

現地災害
対策本部

（被災都道府県庁等）

○現地支援本部設置担当都市
○各支援隊派遣都市

現地支援本部

現地支援本部
設置担当都市

市長

中央連絡本部

被災市区町村

被災ブロック

支援
支援隊派遣都市

市長

①現地支援本部
解散の申出

支援隊派遣都市
市長

支援 被災市区町村

各指定都市市長

③現地支援本部解散の通知

③現地支援本部
解散の通知

全ての被災ブロック
の現地支援本部が
解散したときに自動
的に解散

個別支援は各市の
判断で継続可能

②決定

全国知事会

全国市長会

等
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会長市等が被災したときの対応（計画「８ 各指定都市及び事務局が被災した場合等の対応」）

 会長市が被災し、この計画による会長の役割を果たすことが困難なときは、その
役割を副会長に委任し、副会長が中央連絡本部長を務める
（委任の順位は、指定都市市長会の会長代行の順に同じ）

 指定都市市長会事務局が被災し、 中央連絡本部の設置ができないときは、会
長が別に設置場所を指定

 現地支援本部設置担当都市が被災し、現地支援本部の本部長の役割を果たす
ことが困難なときは、会長が別表に定める順位に従い指定

 その他被災により別表の割り振りによりがたいときは、会長（中央連絡本部長）
が個別に判断し、別途割り振りを定める
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経費負担（計画「10 経費負担」）

 被災市区町村に対する支援の経費

◇ 法令の定めによることを原則

◇ 被災市区町村の負担を原則として，各指定都市と被災市区町村で協議して
決定

 中央連絡本部・現地支援本部の運営

◇ 人員・機材等の費用･････････････・・・・・･･･・・・・派遣・持参した都市の負担

◇ 各都市負担になじまない新たに必要な費用･･・・共同負担

⇒中央連絡本部の人員は各都市負担とし、新たに必要となる機材等は共同負担とする。

⇒現地支援本部は、必要な人員・機材等は各都市からの派遣・持参により運営すること
を原則とするが、指定都市市長会で新たに調達する必要が生じた機材等に係る経費
で会長が別に定めるものについては、法令で各指定都市が別に請求できる経費を除
き共同負担とする。
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公務災害補償（計画「11 公務災害補償」）

 派遣職員の派遣先での負傷、疾病等

⇒派遣した都市が公務災害として補償

 派遣職員の派遣先での公務上第三者に与えた損害

⇒派遣した都市が損害賠償

※地方自治法に基づく長期派遣職員については、いずれも各指定都市と支援先市区町村
とで別途の定めを行うことは可能とする。


